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国道202号 国体道路の空間利活用推進協議会

の設立及び規約について



2１．国道202号国体道路の空間利活用推進協議会の設立
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■はかた駅前通りの状況■国体道路の状況
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１．背景

２．目的

3．検討範囲

■福岡市の都心部の中枢である「博多」と「天
神」が共に発展するためには、二つの拠点を
結ぶ回遊軸である国体道路の魅力を向上させ
「回遊性」を高めることが重要である。

■しかしながら、その回遊性を支える国体道路
は、高度に集積した九州最大の繁華街や歴史
的まちなみがあり、多彩な市民の暮らしがあ
る一方で、歩行者・自転車等の快適性や安全
性に欠け、更に老朽化したインフラや建物、
道路の著しい交通混雑、公共交通の定時性低
下などの多様な課題がある。

■国道202号国体道路（祇園町西交差点～渡辺通
4丁目交差点）における交通の課題を把握し、
また更なる増加が見込まれる歩行者や自転車
等への対応や、都心部における回遊性向上に
よるまちの活力維持・強化を目的として、歩
行者・自転車等と自動車交通が共存できる人
中心の空間再編を実施及び推進することを検
討するため、協議会を設立するものである。



3１．国道202号国体道路の空間利活用推進協議会の規約（案）

（名 称）

第１条 本会名称は、国道２０２号国体道路の空間利活用推進協議会とする。

（以下「協議会」という。）

（目 的）

第２条 協議会は、国道２０２号国体道路（祇園町西交差点～渡辺通４丁目交差点）

における、交通の課題を把握し、また更なる増加が見込まれる歩行者や自転車等への対応

や、都心部における回遊性向上によるまちの活力維持・強化を目的として、歩行者・自転車

等と自動車交通が共存できる人中心の空間再編を実施及び推進することを目的とする。

（組 織）

第３条 協議会の構成は、別紙のとおりとする。

（運 営）

第４条１．協議会には、委員長を置く。

   ２．委員長は、委員の互選により選出し、協議会を統括する。

 ３．委員長は、協議会を招集し、協議会の進行を努める。

  ４．委員長が必要と認める場合は、構成員以外の出席を求めることが出来る。

（事務局）

第５条 協議会の事務局は、九州地方整備局福岡国道事務所及び福岡市に置く。

（雑 則）

第６条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、委員長が定めるものと

する。

（付 則）この規約は、令和７年５月３０日から施行する。

氏 名 所 属・役 職

委 員 坂口 光一 九州大学 名誉教授

委 員 松永 千晶 福岡女子大学 准教授

委  員 片田江 由佳 福岡地域戦略推進協議会 ディレクター

委 員 案浦 浩二 福岡経済同友会 事務局次長

委 員 中芝 督人 福岡商工会議所 理事

委 員 林田 浩一 (社)福岡県バス協会 会長

委 員 安川 哲史 (社)福岡市タクシー協会 会長

委 員 楢﨑 慶司 We Love天神協議会 会長

委 員 澤亀 愼司 博多まちづくり推進協議会 会長

委 員 南原 茂 中洲町連合会 会長

委 員 竹ヶ原 政徳 博多校区冷泉自治協議会 会長

委 員 永吉 眞治 春吉校区自治協議会 会長

委 員 内林 潤一 大名自治協議会 会長

委 員 髙木 俊廣 警固校区自治協議会 会長

オブザーバー 松島 浩司 福岡県警察本部 交通規制課長

オブザーバー 清末 佳之 福岡県博多警察署長

オブザーバー 松岡 法之 福岡県中央警察署長

オブザーバー 永松 靖二 九州運輸局福岡運輸支局長



国道２０２号国体道路の検討経緯及び現状について



●当該地域では、地下鉄七隈線（天神南～博多）沿線まちづくりガイドライン（H25.3.25 福岡市）に基づき、
国体道路とはかた駅前通りを対象に地下鉄七隈線延伸計画に合わせて歩行者の回遊性を高めるまちづくりを推進
●これを踏まえ、はかた駅前通りでは、車道部を減車線化し「車から人中心」の歩行空間の形成が完了
●一方で、国体道路では狭い歩道空間に歩行者・自転車が錯綜しており、福岡の目抜通りとして魅力が低下

①地下鉄中間駅を活かしたまちづくり

天神市街地と博多駅の中央に位置する中間駅(櫛田神社前駅)周辺では、交通利便性の向上
と駅から周辺地区へ分かりやすく歩くことができるよう、地下鉄中間駅を活かしたまちづ
くりを目指します。
②天神市街地と博多駅をつなぎ、回遊性を高めるまちづくり

天神市街地と博多駅間を多くの人が楽しく・快適にまち歩きができるよう、中間駅周辺と
天神市街地、博多駅が連携した回遊性を高めるまちづくりを目指します。

■国体道路沿線のまちづくり道路空間の課題

出典：地下鉄七隈線沿線まちづくりガイドライン（福岡市）

はかた駅前通り

■国体道路沿線のまちづくり方針 ■はかた駅前通りの状況

櫛田神社前駅

「車から人へ」、車道を減車化し、快適
な歩行空間と自転車走行空間を創出

２．国体道路の空間再編の検討経緯

■国体道路の状況
狭い歩道空間に歩行者・自転車が錯綜

安全性・快適性が著しく低下

写真：R5.7

写真：R4.6
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6２．国体道路の空間再編の検討経緯

■博多と福岡を結ぶ国体道路の空間利活用検討会 （提言書） 令和３年８月 ※抜粋

 歩行者通行量の増大や、回遊性向上によるまちの活力の維持強化に向け
、安全で快適な歩行者・自転車空間の形成を図るため、道路空間再編に
ついて提言いたします。
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【提言１】 国体道路の空間再編のあり方
道路空間再編の方向性について

（２）長期対策として
車道幅員拡幅や減車線化などによる諸問題への対応や地下鉄七隈線櫛田

神社前駅の開業を契機とした回遊性の向上などを議論するため、別途協議
会を立ち上げ、「博多」～「天神」間 （国体道路～はかた駅前通り）にお
ける人を中心とした道路空間の利活用を検討する。

（１）短期対策として
・祇園町西交差点から渡辺通り４丁目交差点までの間において、よ
り快適な歩行空間を確保する。

・歩行者と自転車の分離を促すための矢羽根を延伸する。
・植栽帯を見直すなど、十分な歩行空間を確保する。（中洲地区）
・春吉橋周辺の交通課題に対応するため、バス乗場等の交通結節機
能の強化を図る。

・春吉橋については、歩道舗装・道路付属物はダークグレーを基調
、高欄・親柱は鋳鉄製とするなど、周辺空間と調和した落ち着き
と品格のある空間となるよう景観に配慮する。
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博多と福岡を結ぶ
国体道路の空間利活用検討会

提言書

令和３年８月

【実施済】



7３．国体道路（祇園町西～渡辺通４丁目）の空間利活用状況

従前（R5.3まで） 現在（短期対策済み）
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・植栽帯を撤去し、歩行空間の確保を実施
・歩行者と自転車の分離を促すため、矢羽根を設置

植栽帯撤去
矢羽根設置

写真：R5.11

植栽帯

写真：H31.1



8３．国体道路（祇園町西～渡辺通４丁目）の空間利活用状況

【提言２】 春吉橋賑わい空間のあり方

春吉橋賑わい空間は、「博多」と「天神」の中間に位置する貴重なオープン
スペースとして高いポテンシャルを有しており、その効果を最大限に引き出す
ことが重要です。平成25年から27年にかけて開催された「春吉橋を核とした空
間利活用に関する技術研究会」での検討内容に加え、本検討会で実施した地域、
周辺店舗、イベント事業者などへのヒアリング調査および民間事業者へのサウ
ンディング調査の結果を踏まえて、これからの春吉橋賑わい空間のあり方につ
いて、「方向性」および「重視すべき視点」を提言いたします。

賑わい空間の方向性について

5つのテーマ 賑わい空間の方向性

結びつく
（マグネット）

昼：街歩きを誘発する磁場として、人々が集い、憩い、交わる空間
夜：人々が夜景を楽しみ、集い、憩い、交わる空間

• 街なかで憩い、安らげる休憩機能（ベンチ等）
• 夜景を楽しみながら飲食のできる空間
• 国体道路、清流公園や周辺地区への人の流れを誘発する溜まり空間

目で楽しむ
（フォトジェニック）

昼：水辺景観と福岡の景色を楽しむ空間
夜：景観を楽しむとともに、橋そのものが中洲の代表景を引き立てる空間

• 那珂川の水面と川沿いの自然や風景を眺められる視点場としての機能
• 中洲のネオン風景を眺められる視点場としての機能
• 春吉橋及び賑わい空間そのものが景観を引き立てるようなデザインやラ
イトアップ等

• シンボリックな外観
• 中洲の代表景を引き立てつつ、春吉橋自体が那珂川や清流公園と一体的
に福岡の顔となるような景色

心が躍る
（エンターテイメント）

昼・夜：賑わいを生み出す核となる、多様なイベントが開催される空間
• 中洲や屋台といった地域性を活かしたイベントの開催
• 夜は来訪者のナイトライフを充実
• 賑わい、交流を生み出す参加型イベントも実施できる広場
• 朝、昼、夜のシーンに応じた日常的賑わい空間としての活性化

情に溢れる
（ソウルフル）

昼・夜：人間くささや界隈性にあふれる中洲や春吉の街への入り口として機
能する空間

• 老若男女が春吉橋に来たくなる、春吉橋から出発したくなるような玄関
口として回遊を誘発

• バス乗降所やシェアサイクル等の交通結節機能
• 来訪者の回遊を支援する観光案内機能

賑わい溢れる
（バザール）

バザール的な賑わいが年中たえない空間
• 地域の人々が様々な特産品を提供、新たなビジネスをアピールするなど、
積極的な賑わいが年中絶えないバザール的な空間としての機能

• 移動コンテンツ等を基調とし、テーマやコンテンツが時間や季節に応じ
て入れ替わり、絶えず話題性のある物販・イベントで賑わう空間

春吉橋周辺の空間イメージ

▲昼間の空間イメージ

都心部におけるオープンスペースを最大限活用することで、ポストコロナを
見据えた公共空間の有効活用を図る。また、可変性のあるコンテンツの導入に
よる運用面での柔軟性や地域が求める賑わい・回遊促進にも寄与する立地的な
ポテンシャルを活かした「賑わい空間」の創出を目指す。

～春吉橋賑わい空間について～
■博多と福岡を結ぶ国体道路の空間利活用検討会 （提言書） 令和３年８月 ※抜粋



9３．国体道路（祇園町西～渡辺通４丁目）の空間利活用状況

○事業者 清流リバーフロントコンソーシアム

代表企業 福岡地所

構成企業 エフ・ジェイエンターテインメントワークス、梓設計、復建エンジニヤリング、

サン・ライフ、スタジオ・ゲンクマガイ、筑糸建設、安藤造園土木、日新産業

参考） 事業スキーム

【市ＨＰ】清流公園整備・管理運営事業
URL:https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/park-pfi/shisei/seiryu_seibikannriunneijigyou.html

特定公園施設
（園路,広場等の公共部分）

従 前

Park-PFI 民間事業者負担

その他の公園区域

公共負担

公共負担

公募対象公園施設
（カフェ等の収益施設）

民間事業者負担

収益を活用して整備

公募対象公園施設
（カフェ等の収益施設）

特定公園施設
（園路、広場等の公共部分）

最大20年間の運営で生じる
収益を公園整備に充当し、
公共負担の軽減を図る

（１）Park-PFIの制度概要

○スケジュール
 令和５年 ３月 公募開始
 令和５年 ８月 優先交渉権者の決定
 令和６年10月 橋上広場（迂回路橋）工事着手
 令和８年 ４月 管理運営開始（予定）

事業概要

春吉橋架替えに伴い整備された迂回路橋については、令和４年に福岡国道事務所より引き継ぎが完了し、隣接する清流公園の公園区域の一

部として供用を開始している。
清流公園の整備や管理運営事業については、公園利用者の利便性向上や公園の魅力向上等を目的とし、公募設置管理制度（Park-PFI）を活用した

事業者公募を実施しており、現在、令和8年４月の管理運営開始に向け、事業者による整備が進められている。

南端広場

であい橋

清流公園

春吉橋橋上広場

キャナルシティ博多

○清流公園範囲

～清流公園整備・管理運営事業について～



10３．国体道路（祇園町西～渡辺通４丁目）の空間利活用状況

事業の基本方針

・貴重なリバーフロント環境を活かした都心部ならではの憩える場を創出し、リバーフロントNEXTの実現に貢献する創造的な取り組みを実施
・福岡から発信する新しいカルチャーを生む多様な活動の場や、そこから生まれる賑わいの場、継続的に魅力のある集客力の高いイベント運営
を実現

橋上（迂回路橋）整備の特色

・公園利用者を迎え入れる玄関口としてふさわしい、緑あふれる憩いの空間を整備
 様々なイベントに対応する広場、⼀部稼働式の各種ファニチャー を設置し、川を眺めながら公園利用者が思い思いに滞在できる場を提供
・小規模なテイクアウトに特化した飲食店を設置

○イメ―ジパース

※提案時における事業者の主な提案内容であり、今後の協議等により変更になることがあります。

イベントと憩いの場が融合した橋上エリア春吉橋橋上広場から南端部広場を望む

～清流公園整備・管理運営事業について～
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11４．国体道路（祇園町西～渡辺通４丁目）の交通実態と課題（歩行者） 11

令和元年度と比較して歩行者交通量が増加

9,163人

10,912人

■国体道路の歩行者交通量の推移

5,859人 6,034人

※福岡国道事務所調査（R1.8.1、R5.7.6）
※昼間12時間（7時～19時）交通量

(人/12h)

調査箇所①
渡辺通4丁目交差点東側

調査箇所②
中洲1丁目交差点東側

▼主要路線を利用する歩行者の発着箇所

博多天神

国体道路

※Agoopデータ（R3.10）
※分析断面（那珂川渡河部)
を利用した歩行者を対象分析断面

昭和通りを利用した発着が最多
明治通りを利用した発着が最多
国体道路を利用した発着が最多
住吉通りを利用した発着が最多

国体道路は博多・天神の回遊と結びつきが強く、
博多～天神を周遊する歩行者は、約７割が国体道路を利用

0

20

40
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80

100

120

140
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180

200

国体道路
(渡辺通４丁目交差点東側)

国体道路
(中洲１丁目交差点東側)

博多・天神地区平均

■歩道幅員あたり歩行者交通量

(人/h・m) 188

101

71

歩行者密度が高く混雑した歩行空間に自転車等が混在しており、歩きづらい

※国体道路：福岡国道事務所調査（R5）
博多・天神地区平均：福岡市交通量調査（R3年度）

約2.7倍 約1.4倍

■春吉橋西付近の状況

天神南駅

天神駅

西鉄福岡駅

薬院駅

福岡市役所

博多駅

博多区役所

福岡高

博多青松高

キャナル
シティ博多

春吉橋

はかた
駅前通り

幅員：3.00m

202

櫛田神社駅

幅員：6.10m

昭和通り

住吉通り

明治通り幅員：9.20m
幅員：4.15m

■歩道幅員

写真：R5.9

国体道路

9%

3%

7%

21%

13%

18%

62%

71%

65%

8%

13%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和通り 明治通り 国体道路 住吉通り

▼天神～博多間を回遊する歩行者の利用道路

※Agoopデータ（R3.10）
※那珂川渡河部の通行量で分析

国体道路利用が約７割

【実態①】交通変化 【実態②】都心を周遊する通行の実態

課題

国体道路利用が約７割

国体道路利用が約６割
天神⇒博多方向

博多⇒天神方向

全体
（天神⇔博多）

※N=684

※N=228

※N=456
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令和元年度と比較して、自転車交通量が増加

■国体道路の自転車交通量の推移
※福岡国道事務所調査（R1.8.1、R5.7.6）

0

500

1000
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2500

3000

3500

4000

2,142台

2,726台
2,352台

2,646台

R1 R5(台/12h)

調査箇所①
渡辺通4丁目交差点東側

調査箇所②
中洲1丁目交差点東側

22% 35%

78% 65%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

車道走行割合 歩道走行割合

■自転車の走行箇所の変化（中洲1丁目交差点東側）
※福岡国道事務所調査

矢羽根設置前
（R4.12）

矢羽根設置後
（R5.7）

自転車の車道走行割合が向上したものの、依然約35%にとどまる
■はかた駅前通りの状況 ■国体道路の状況

写真：R5.8写真：R6.4

【実態①】交通変化 【実態②】対象区間の自転車事故

課題

▲自転車対自動車の事故件数
※福岡県内直轄国道R2-R５イタルダデータ

（件/㎞・4年） （件/㎞・4年）

※福岡県内直轄国道R2-R５イタルダデータ

▲自転車対歩行者の事故件数

6.0

0.1
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

対象区間 県内直轄国道平均

27.0

2.8
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

対象区間 県内直轄国道平均

福岡県内直轄国道平均の 約60倍
自転車対歩行者の事故発生

約60倍 約10倍

自転車関連の事故件数が、県内直轄国道平均と比較して著しく多い

福岡県内直轄国道平均の 約10倍
自転車対自動車の事故発生



※国体道路のバス本数：西鉄バスヒアリング
※図：RKBテレビ
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■都市高速環状線の整備（H24）

【実態①】交通変化

国体道路

地下鉄延伸に併せて西鉄バスが２割減便都市高環状化・地下鉄延伸等により、
国体道路の交通量が２割減少

253百台

208百台
194百台

■国体道路の交通量の推移(渡辺通４東側付近)

59百台減少
約２割減

■地下鉄延伸（R5）

都市高環状化
地下鉄延伸

結果

これまでの都市高の整備や地下鉄延伸等により、交通量、バスともに約２割減少

H20 R3 R５
※H20、R3：福岡市交通量調査
※R5：福岡国道事務所調査

(12h)
672

819便

672便

開通前 開通後

147便減
約2割減

渡辺通４ 天神南 三光橋 春吉 春吉橋西

渋滞要因：停止車両、左折の停車

春吉

春吉橋東

三光橋
春吉橋～三光橋(R5.7)

春吉橋西

第一車線は停止車両や左折車両、第二車線は右折車両により「車線が上手く機能していない」

停止車両等により、
第一車線が

利用されていない

天神１
バス停

春吉
バス停 春吉橋東 中洲１ 中洲新橋 祇園町西

渋滞要因：右折の停車

南新地
バス停

渋滞要因：停止車両、左折の停車

第一車線：29％ 第二車線：71％ 第一車線：70％ 第二車線
30％

※ R5.7_11時台

至 天神

第一車線：32％ 第二車線：68％
※ R5.7_11時台

【実態②】車道利用の実態

至 博多



天神⇒博多方向

４．国体道路（祇園町西～渡辺通４丁目）の交通実態と課題（自動車）
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停止車両による阻害

春吉橋西（写真①）

中洲１（写真②）

右折車による阻害

祇園町西（写真③）

１時間に合計2,034回もの車線変更が発生し、交通の整流化が図られていない
急減速は車線変更が頻発する箇所を中心に発生し、事故のリスクが高まっている

右折車による阻害

至 祇園町西

至 渡辺通4

至 祇園町西

至 渡辺通4

至 祇園町西

至 渡辺通4
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交
通
滞
留
時
間
（
分
）

天神１
バス停

急
減
速
発
生
回
数
（
回
）

220

28

44 55

48

15

26

19

35

84
58

5 14437

天神南 三光橋 春吉
春吉
橋西

春吉
橋東

中洲
１

中洲
新橋

祇園
町西

渡辺
通４ 934 780 875 913 878 993 958 884 821

○○凡例： :天神⇒博多方向交通量（台/h） ○○ :左折流出交通量（台/h） :右折流出交通量（台/h）○○

資料：令和5年7月6日（木）ビデオ観測調査結果※11時台

※交通滞留時間：赤信号以外の理由で車両が停止していた時間

タクシー
バス
左折

荷捌き

バス

凡例 ：第1車線での滞留発生時間 :第2車線での滞留発生時間 ○○ :滞留要因

荷捌き

荷捌き

タクシー

右折
荷捌き 右折

バス

荷捌き

単路部で
右折 右折

荷捌き

※-0.3G以下を急減速として集計

第
２
車
線⇒

第
1
車
線

第
１
車
線⇒

第
２
車
線

車
線
変
更
回
数
（
回
）
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150 車線変更 車線変更

車線変更 車線変更

停止車両、右左折車両等による
交通滞留が多く発生

交通滞留が発生する箇所を中心に
車線変更が多く発生

車線変更が発生する箇所を中心に
急減速が多く発生

急減速 急減速

③②①

タクシー

荷捌き

課題

店舗へ
の右折
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時
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（分
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率

速
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㎞/

ｈ
）

天神⇒博多方向

57%

43%

71%

29%

73%

27%

78%

22%

66%

34%

53%

47%

52%

48% 66%

34%

※交通滞留時間：赤信号以外の理由で車両が停止していた時間

○○凡例： :天神⇒博多方向交通量（台/h） ○○ :左折流出交通量（台/h） :右折流出交通量（台/h）○○

資料：令和5年7月6日（木）ビデオ観測調査結果※11時台

滞
留
状
況

バス
左折

荷捌き

バス

凡例 ：第1車線での交通滞留時間 :第2車線での交通滞留時間

凡例 ：第1車線利用率 :第2車線利用率

約24%左折

約22%右折

単路部
で右折

○○ :滞留要因

荷捌き

荷捌き

タクシー

右折
荷捌き

右折バス

11
店舗への

右折

単路部
で右折

凡例 ：第1車線速度 :第2車線速度

右折レーン
なし

右折

荷捌き

停止車両による阻害
左折車両の減速

左折車両の減速

停止車両
による阻害

荷捌き阻害

沿線店舗への右折阻害
で速度差が小さい

阻害・左折が少なく
速度差が小さい

左折車両の減速 停止車両
による阻害

右折阻害

左折

荷捌き車

沿線店舗へ
の右折車

荷捌きと右折車両により、
通行不可能な時間が発生

右折車
祇園町西右折の滞留が
中洲新橋を超える
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祇
園
町
西

中
洲
１

春
吉
橋
東

春
吉
橋
西

春
吉三

光
橋

天
神
南

渡
辺
通
４

中
洲
新
橋

店舗へ
の右折

４．国体道路（祇園町西～渡辺通４丁目）の交通実態と課題（自動車）
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停止車両等を避けて走行するため、車線の利用率に大きな偏りが発生
交通が集中する第２車線の方が走行速度が高い（速度差約5km/h)

■区間別交通滞留発生時間と車線利用率

※交通滞留時間：赤信号以外の理由で車両が停止していた時間
※区間内に2台以上同時に停止した車両がある場合は重複を除く

交
通
滞
留
時
間
（
分
）

車
線
利
用
率
（%

）

約7割第2車線

祇園西の右折により
車線利用が逆転

第１車線を中心に長時間の滞留が発生
第2車線の利用率が約７割

■区間別車線別平均速度

（km/h）

交通が集中する車線の速度が速い
速度低下の要因は、停止車両等

荷捌き

タクシータクシー

荷捌き

課題
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※交通滞留時間：赤信号以外の理由で車両が停止していた時間

○○凡例： :博多⇒天神方向交通量（台/h） ○○ :左折流出交通量（台/h） :右折流出交通量（台/h）○○

資料：令和5年7月6日（木）ビデオ観測調査結果※11時台
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凡例 ：第1車線での交通滞留時間 :第2車線での交通滞留時間 ○○ :滞留要因
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停止車両による阻害

天神南（写真①）

中洲新橋（写真②）

右折車による阻害

中洲新橋（写真③）

１時間に合計1,048回もの車線変更が発生し、交通の整流化が図られていない
急減速は車線変更が頻発する箇所を中心に発生し、事故のリスクが高まっている

停止車両、右左折車両等による
交通滞留が多く発生

交通滞留が発生する箇所を中心に
車線変更が多く発生

車線変更が発生する箇所を中心に
急減速が多く発生 急減速

車線変更

至 渡辺通4

至 祇園町西

至 祇園町西

至 渡辺通4

停止車両による阻害

至 祇園町西

至 渡辺通4
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②

課題
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※交通滞留時間：赤信号以外の理由で車両が停止していた時間

○○凡例： :博多⇒天神方向交通量（台/h） ○○ :左折流出交通量（台/h） :右折流出交通量（台/h）○○

滞
留
状
況

凡例 ：第1車線での交通滞留時間 :第2車線での交通滞留時間

凡例 ：第1車線利用率 :第2車線利用率

○○ :滞留要因
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凡例 ：第1車線速度 :第2車線速度
右折阻害

左折レーンが整備
されており、

大きな速度差なし

右折レーン
なし

停止車両により、
通行不可能な時間が発生

４．国体道路（祇園町西～渡辺通４丁目）の交通実態と課題（自動車）
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■区間交通滞留時間と車線利用率

第１車線を中心に長時間の滞留が発生
第2車線の利用率が約６～７割

■区間別車線別平均速度

（km/h）

交通が集中する車線の速度が速い
速度低下の要因は、停止車両等

※交通滞留時間：赤信号以外の理由で車両が停止していた時間
※区間内に2台以上同時に停止した車両がある場合は重複を除く

約６～７割第2車線

交
通
滞
留
時
間
（
分
）

車
線
利
用
率
（%

）

資料：令和5年7月6日（木）ビデオ観測調査結果※11時台

課題

交
通
滞
留
時
間
（
（分
）

停止車両
による阻害

停止車両
による阻害

停止車両
による阻害

停止車両
による阻害

停止車両等を避けて走行するため、車線の利用率に大きな偏りが発生
交通が集中する第２車線の方が走行速度が高い（速度差約5km/h)
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